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 他に分類されない,収穫した果実,野
菜または花の球根を大量に処理する
ための機械または装置;野菜または果
実の皮を大量にむくためのもの;飼料
を調製するための装置（わらまたはまぐさ

を切断するための機械 A01F29/00;砕解,例.寸

断 B02C; 切断 ,例 .断截 ,切裂 ,スライス

B26B,B26D）  

サブクラス内の索引 

搾汁装置 1/00 ........................................  

核取りまたは種子を含む部分の除去機械 3/00,4/00 .......  

穀取り,皮取り,割砕きまたは皮むき機 5/00,7/00 .........  

飼料の調整装置 17/00 .................................  

その他の処理機械 11/00-15/00 .........................  

1/00 ジュ－スを抽出する機械または装置（非ア

ルコ－ル飲料の調整,例.果実または野菜

ジュ－スに対し成分を添加するも

の,A23L2/00;飲料製造装置A47J31/00;抽

出圧搾 B30B）  

A 圧搾によるもの〔例.スクリユ－プレス,加

圧ろ過搾り〕  

Z その他  

1/02 ・粉砕または裁断と結合したもの  

A 粉砕〔例.擂潰,細砕〕と果汁分離を結合さ

せたもの  

Z その他  

3/00 供給装置に特徴がある果実の芯または核を

取る機械（A23N4/00 が優先）[2]  

3/02 ・供給ドラムを有するもの  

3/04 ・無端供給ベルトを有するもの  

3/06 ・供給テ－ブルを有するもの  

4/00 取除き装置に特徴のある果実の核または果

実の種子を含む部分を取除くための機械

（果実の皮むきおよび種子の部分を除く

ためのもの A23N7/08;家庭用果実の核ぬ

き装置A47J23/00,果実の芯ぬきのための

もの A47J25/00）[2,3]  

4/02 ・果実の核を取るためのもの[2]  

4/04 ・・桃,プラム,あんずまたは類似の果実用

のもの[2]  

4/06 ・・さくらんぼまたは類似の果実用のもの

（A23N4/04 が優先）[2]  

4/08 ・・なつめやし,オリ－ブまたは類似の長楕

円形の果実用のもの[2]  

4/10 ・・非常に小さい種子を有する果実,例.乾

燥ぶどう,用のもの[2]  

4/12 ・果実の芯を取るためのもの[2]  

4/14 ・・りんご,なしまたは類似の果実用のもの

[2]  

4/16 ・・トマトまたは類似の果実用のもの[2]  

4/18 ・・かんきつ類の果実用のもの[2]  

4/20 ・・パイナップル用のもの[2]  

4/22 ・切裂,核取り兼用のもの[2]  

4/24 ・切断果実から種子を含む部分を除去する

ためのもの[2]  

5/00 ナッツの殻取り,皮取り,割砕機械  

A 栗の毬剥機  

Z その他  

5/01 ・ピ－ナッツのためのもの[2]  

5/03 ・ココナッツのためのもの（A23N5/08 が優

先）[2]  

5/08 ・ナッツの果肉状または繊維状の殻を除く

ためのもの（ピ－ナッツのためのもの

A23N5/01）  

A 栗の皮剥機〔化学的方法→7/01〕  

B カシユ－ナツツの皮剥機  

Z その他〔例.ピ－ナツツ以外の豆類〕  

7/00 野菜または果実の皮むき（たまねぎの皮を

剥ぐための装置A23N15/08;家庭用皮むき

機械 A47J17/00）[3]  

A 野菜の皮剥〔刃,保持具も含む〕  

B ・ネギ,ニラの皮剥  

C ・竹の子の皮剥  

D 果実の皮剥  

E ・トマトの皮剥  

F ・パイナツプルの皮剥  

G ・みかんの皮剥〔化学的方法→7/01〕  

H ・・みかん果肉の脱皮〔脱包〕〔化学的方法

→7/01〕  

Z その他  

7/01 ・化学物質を使用するもの,例.アルカリ液

[2,3]  

7/02 ・ばれいしょ,リンゴまたは類似する形状を

した野菜または果実の皮むき（A23N7/01

が優先）[3]  

7/04 ・アスパラガスの皮むき（A23N7/01 が優先）

[3]  

7/08 ・果実の皮むき,および種子の部分を除くた

めのもの  

7/10 ・駆動機構  

11/00 茎から髄を抜くこと  

12/00 果実または野菜,例.コ－ヒ－,ココア,ナッ

ツの,清浄,ブランチング,乾燥または焙

煎のための機械（コ－ヒ－またはココア

の処理方法,例.焙煎方法A23F,A23G;穀粒

の清浄,例.洗浄または乾燥 B02B1/00;清

浄のための固体相互の分離 B07B;清掃一

般 B08B;加熱装置それ自体は関連するク

ラス参照,例.F24;乾燥機械一般F26B）[3]  

12/02 ・洗浄またはブランチングするためのもの

（A23N12/06 が優先;ブランチング方法

A23B7/06）[3]  

A ブラシ型  

B ・ブラシロ－ラを一列に並べたもの  

C ・・押えブラシ〔例.平ブラシ,無端平ブラ

シ〕を有するもの  
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D ・・弾性材,帯状体の押えを有するもの  

E ・ブラシロ－ラを対向させたもの  

F ・・1-3 対の対向ブラシロ－ラを洗浄室内

に設けたもの〔G が優先〕  

G ・・移送手段を別に有するもの  

H ・ブラシロ－ラを公転装置に設けたもの  

J ・ドラム内に回転ブラシを有するもの  

K ・洗浄槽の縦軸に回転ブラシ体を設けたも

の〔たて軸型〕  

L ・ブラシロ－ルを 3 個以上孤状,又は円状に

したもの  

M 回転胴型〔但し,ブラシ部材,弾性部材を有

しない〕〔R が優先〕  

N 噴射洗浄型  

P 撹拌手段を有する水槽  

Q ・水流又は泡による  

R ・撹拌体による  

S 弾性材型〔A が優先〕  

T ブランチングのためのもの  

Z その他  

12/04 ・・ブランチングするためのもの[3]  

12/06 ・後に行われる乾燥と組合わされた洗浄ま

たはブランチングするためのもの[3]  

12/08 ・乾燥または焙煎のためのもの（A23N12/06

が優先）[3]  

A 焙煎機  

B 茶焙機  

C 栗焼成機〔回転式→12/10〕  

D 揺動式焙煎機〔B,C が優先〕  

Z その他〔例.乾燥,水切り装置〕  

12/10 ・・回転焙煎機[3]  

A 回転式茶焙機又は麦炒機  

Z その他〔麦以外の穀類用〕  

12/12 ・・焙煎機械のための補助装置[3]  

15/00 果実または野菜を食用にするために他の処

理をするための機械または装置;花の球

根の端部切除または皮はぎのための機械

または装置[2]  

A 根菜類の除毛装置  

B 茸類の処理装置  

C 果実袋の除去装置〔果梗切り手段を有する

ものを含む〕  

D みかんのホロ割り装置  

E みかんの果粒処理機〔例.砂のう分離,果肉

摘出〕  

F 果実・野菜の移送又は選別装置  

G 野菜専用磨き装置〔A が優先,果実磨き装置

→15/06〕  

Z その他  

15/01 ・茎から芽キャベツをもぎとるためのもの

[2]  

15/02 ・果実のヘタとり,果実の穴あけ,皮はぎの

ためのもの;ばれいしょの芽を取る装置  

A かんぴよう製造機  

B 果実のヘタ取り装置〔苺のヘタ取り→Z〕  

Z その他  

15/04 ・果実または野菜の頂部を切り取るための

装置（たまねぎの頂部を切り取るための

もの A23N15/08）[2]  

15/06 ・果実のその他の処理,例.マ－キング,後熟,

つや出し  

A 脱渋装置  

B 追熟装置  

C 果物の艶出し装置〔ワツクス処理を含む〕  

Z その他〔例.マ－キング〕  

15/08 ・たまねぎまたは花の球根の皮を剥ぐため,

または先を切るための装置[2]  

A 玉葱類〔例.ニンニク〕の皮剥装置  

B 玉葱類の端部切除装置〔ラツキヨウの切断

→Z〕  

Z その他  

15/10 ・豆をさやから出すためのもの[2]  

15/12 ・豆の筋取りまたは端部切除[3]  

17/00 飼料を調製するに適した装置  

A 魚類用餌料製造機  

B 飼料の成形機〔A が優先〕  

C ・干草類の圧縮成形機〔例.ヘイキユ－バ－〕  

D 飼料発酵装置〔A が優先〕  

E 原料混合機,配合機又は添加機〔A-Dが優先〕  

Z その他  

17/02 ・飼料マッシャ－（じゃがいもまたは他の

食品をつぶすための台所用品A47J19/04）  

 


